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令和７年度 第２回  

各務原市市有地売払一般競争入札実施要領 

 

１ 売り払い物件及び予定価格 

所  在  地 

登記 

地目 

現況 

地目 

実測地積 

（㎡） 

実測地積 

（坪） 

予定価格 

（円） 

平米単価 

（円） 

坪単価 

（円） 

【１号物件】 

尾崎北町二丁目38番 

 

宅地 宅地 １７５４．１８ ５３０．６４ １２，８０５，５１４ ７，３００ ２４，１３２ 

【２号物件】 ※ 

各務山の前町一丁目２番1、 

2番２、２番３ 

山林 雑種地 6063.52 1834.21 240,915,776 39,73２ 131,345 

 

※入札後、参加資格要件を満たしているかの審査を実施します。入札及び審査の結果をもって落札者を

決定します。 

※2号物件については、各務原市議会の議決に付すべき契約及び財産の所得又は処分に関する条例(昭

和39年条例第4号)第3条の規定により、議会の議決を要するため仮契約を締結し、令和８年３月議

会の議決を得て本契約を締結します。仮契約は令和８年２月1３日までに締結するものとします。  
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２ 入札参加資格 

住所が各務原市外の方でも参加できます。ただし、次の各号のいずれかに該当する方（共有名義で入

札する場合は全ての共有者を含む）は参加することができません。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の４第１項に該当する 

契約を締結する能力を有しない方、破産者で復権を得ない方及び暴力団員による不当な行為の防止 

等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者 

（２）次のいずれかに該当する方で、その事実があった日から2年を経過しない方 

ア 本市との契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数

量に関して不正の行為をした方 

イ 本市が実施した競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた方又は公正な価格の

成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した方  

ウ 落札者が本市と契約を締結すること又は契約者が本市との契約を履行することを妨げた方  

エ 地方自治法第２３４条の２第１項 の規定により、本市が実施する監督又は検査にあたり職員の職

務の執行を妨げた方  

オ 正当な理由がなく本市との契約を履行しなかった方  

カ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事

実に基づき過大な額で行った方 

キ 前各号のいずれかに該当する方で、その事実があった後２年を経過しない方を契約の締結又は

契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した方 

（３）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。以下「暴対法」という。）

第２条第２号から第４号まで又は第６号に該当する方 

（４）無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成１１年法律第１４７号。以下「団体規制法」

という。）第８条第２項第１号に掲げる処分を受けている団体及びその役職員又は構成員 

（５）地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３８条の３第１項に規定する公有財産に関する事務に従事

する職員であって、売払物件の取扱いを行う方 

（６）３に定める契約条件を履行することができないと市長が判断した方 

 

３ 契約にあたって付する契約条件 

（１）市との売買契約による所有権移転の日から１０年間、暴対法第２条第２号に規定する暴力団若しくは

団体規制法第８条第２項第１号に掲げる処分を受けている団体の事務所又はその他これに類するも

のの用に供し、また、これらの用に供されることを知りながら、所有権を第三者に移転し又は売買物

件を第三者に貸してはいけません。 

（２）第2号物件ついては、市との売買契約による所有権移転の日から5年間（以下「指定期間」という。） 

は、次に掲げる事項を遵守する必要があります。 

ア 各務山の前町地区 地区計画の土地利用の方針「地区北側に立地する小学校・中学校や周辺住宅

地の生活環境に配慮したうえで、幹線道路を挟んで隣接する地区南西側の既成市街地と一体とな

って、環境の悪化をもたらすおそれのない工業系土地利用を図る」に沿った利用としてください。 

イ 騒音、振動、悪臭、粉塵等による大気汚染、土壌汚染、水質汚濁など、近隣の環境を著しく損なうと 

予測される用途での使用をしてはいけません。 

ウ 当該土地は隣接に通学路があるため工作物等を設置する際は、通学路の安全を確保するとともに、
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教育環境に配慮したものとしてください。 

（３）指定期間内において、２号物件の所有権を第三者に移転する場合又は第三者に対して２号物件に地

上権、使用貸借による権利若しくは賃借権その他の使用収益を目的とする権利を設定する場合は、指

定期間の満了までの間、当該第三者に対し、（２）アからウまでに掲げる事項を遵守させてください。 

 

４ 物件の確認 

（１）物件調書と法規制の確認について 

物件調書は、入札参加者が物件の概要を把握するための参考資料ですので、入札を行う前には、必

ず入札参加者ご自身において現地確認した上で、建築基準法、都市計画法、農地法、景観法等の諸規

制について、関係各機関に利用計画に見合った使用の可否について十分ご確認ください。また、各種

供給処理施設（上・下水道、電気、ガス等）の利用にあたっては、各事業者と十分協議してください。な

お、物件調書の記載事項は、調査時点における一般的な調査内容を記載したものであり、現時点で変

更されている場合があることをご了承ください。 

（２）現況引渡しについて 

入札物件に越境物がある場合についても現況引渡しとなります。市は契約前・後に越境関係を解消

するための交渉や手続き及び費用負担は一切いたしませんので相隣関係間で話し合ってください。ま

た、落札後に地目変更登記等の土地や建物の表示に関する登記を市ではおこないません（落札者の負

担となります）のでご了承ください。 

（３）現地確認について 

現場説明は実施しませんので事前に必ず現地確認をしてください。もし現地説明を希望する方はご

相談ください。入札前に地下埋設物又は地盤の強度について調査を希望される方は、調査方法等に

問題がないことをこちらが判断できる場合に限り承諾（別途書面による申請が必要）します。 

 

５ 入札に関する資料の交付期間  

（１）期間 令和７年１２月10日（水）から令和８年１月７日（水）まで 

（各務原市の休日を定める条例（平成３年条例第６号）第１条第１項各号に規定する市の休日を除く。） 

午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（２）場所 各務原市役所 企画総務部管財課管財係（本庁舎５階） 

電話：０５８-３８３-１４６７ 

 

６ 入札に必要な書類 

・ 入札書[様式１、記載例１、２] 

・ 誓約書[様式2、記載例３] 

※ 入札書、誓約書とも実印を押印してください。共有名義で入札する場合は各々の持分割合を

記載してください。なお、４名以上の共有名義で入札される方は、別途「共有者一覧表」を作成

し、入札書に添付して割印をしてください。入札書は、[記載例４]に示す入札書提出用封筒に

封入して、誓約書とは別に提出してください。 

・ 落札した場合の土地利用計画（任意様式） 
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７ 受付・入札期間 

（１）入札期間 令和７年１２月10日（水）から令和８年１月７日（水）まで 

（各務原市の休日を定める条例（平成３年条例第６号）第１条第１項各号に規定する市の休日を除く。） 

午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（２）入札場所 各務原市役所 企画総務部管財課管財係（本庁舎５階） 

（３）入札保証金 入札金額の１００分の５以上に相当する金額とします。ただし、誓約書の提出をもって 

免除とします。 

 

８ 入札方法 

「誓約書」を提出後、「入札書（封入したもの）」を提出してください。同時に提出する場合でも入札書

のみ入札書提出用封筒に封入し、誓約書はそのまま提出してください。入札書の記載方法については

後記の記載例を参照願います。代理人が入札する場合は「委任状」を提出してください。 

提出方法は直接持参する方法と書留郵便により郵送する方法があります。書留郵便により提出され

る場合は、入札期間内に到着したもののみを有効としますのでご注意願います。 

入札状況の照会については、入札期間終了までお答えできません。 

 

９ 開札日時・場所 

  開札は、入札参加者の面前において行います。ただし、入札参加者が出席しないときは、入札執行者

が立会人を選任して開札します。開札に参加できるのは、入札に参加した方及びその同一世帯の方若し

くは入札者から委任を受けた方に限ります。それ以外の方の入場はできません。 

（１）日時 令和８年１月９日（金）午前９時から 

（2）場所 本庁舎４階 会議室４－２ 

 

１０ 入札の無効 

  次のいずれかに該当する入札は無効とします。 

・ 各務原市契約規則（昭和３９年規則第９号）第１４条各号のいずれかに該当する場合 

・ 虚偽の申請を行った方の入札 

 

１１ 落札者候補者の決定等 

開札後、予定価格以上で、最高価格をもって入札した者を落札候補者として決定し、落札者の決定を

保留した上で、開札を終了します。 

落札候補者となるべき同価格の入札をした者が２以上ある場合は、くじによって落札候補者を決定し

ます。ただし、該当者が開札会場に来場していないときは、これに代えて当該入札事務の関係のない各務

原市職員がくじを引きます。 

また、落札候補者は、市が定める期日までに、入札終了後、施行令第１６７条の４第１項各号に該当しな

いことを証明できる証明書と住民票（法人の場合は登記事項証明書）及び印鑑証明書（証明書は全て３ヶ

月以内に発行されたもの）を準備し提出していただきます。 

 

１２ 落札者への決定 

開札後、落札候補者の審査を行い、参加資格要件を満たしていると確認した場合は、当該落札候補者
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を落札者として決定します。参加資格要件を満たしていないと確認した場合は、当該落札候補者が行っ

た入札を無効とした上で、次順位者を新たに落札候補者とし審査を行います。 

なお、落札者を決定した場合は、直ちに落札者に対し電話連絡を行うとともに、文書により通知します。

落札者決定から、概ね1週間後程度に落札が決定したことを通知（郵送）します。 

参加資格要件を満たしていないと認められた者については、入札参加資格等不適格通知書を送付しま

す。 

 

１３ 契約の締結 

落札の決定通知に指定する期日（概ね３週間以内、２号物件については令和８年２月１３日）までに、落

札者の名義（入札書に記載した氏名（名称）及び共有の場合は持分）にて、「市有財産売買契約書（様式３）」

により、売買契約（２号物件については仮契約）を締結していただきます。ただし、２号物件は売買契約の

締結に議会の議決を要するため、仮契約の締結後、議会の議決を得て、落札の決定通知に指定する期日

までに本契約を締結するものとします。 

なお、契約書に貼付する収入印紙代、その他本契約の締結及び履行に関して必要な一切の費用は落札

者の負担となります。 

 

１４ 違約金 

落札者が、正当な理由がなく指定する期日までに契約（仮契約を含む）を締結しないときは、入札は無

効となり、落札金額の１００分の５相当額を違約金として各務原市にお支払いいただきます。 

また、契約後、３に定める契約条件に違反した場合には、落札金額の１００分の３０相当額を違約金とし

て各務原市にお支払いいただきます。 

 

１５ 売買代金の納入方法 

売買代金は、売買契約書に指定する期日までに一括納入していただきます。 

 

１６ 買戻しの特約 

第2号物件については売買契約と同時に、指定期間をその期間とする買戻しの特約の登記を行うもの

とします。 

市は、落札者が３（２）または（３）の契約条件に違反した場合は、民法（明治２９年法律第８９号）第５７９

条の規定により、売買金額を落札者に返還し、売買の解除することができるものとします。 

 

１７ 所有権移転等 

売買代金が完納された時に所有権が移転するものとし、現状有姿のまま引き渡しがあったものとしま 

す。 

所有権移転登記については登記簿数量で行います。所有権移転登記に伴う必要経費（登録免許税や 

司法書士による登記手続き費用を含む）は、すべて買受人の負担となります。 

 

１８ その他 

契約手続において使用する言語は日本語とし、通貨は、日本国通貨とします。 
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[様式１] 

入 札 書 

  

物件所在地 
 

入札金額 

十億 億 千万 百万 拾万 万 千 百 十 円 

          

 上記物件について、令和７年度第２回各務原市市有地売払一般競争入札実施要領の内

容を承諾のうえ入札します。 

   令和   年   月   日 

 

         入札者 住所（所在地）                               

 

氏名（名称）                           実印  

 

               持分割合                                 

 

以下、共有名義で入札する場合のみ記載（上記入札者以外）してください。 

 

入札者 住所（所在地）                              

 

氏名（名称）                           実印  

 

               持分割合                                 

 

入札者 住所（所在地）                              

 

氏名（名称）                           実印  

 

               持分割合                                  

 

（注）１ 入札金額は、総額を算用数字で記載し数字の前に必ず「\」マークを記載してください。金額

を書き損じたときは新たな入札書に書き直してください。 

２ 単独名義で入札される場合は持分割合を記載する必要はありません。 

３ 住所（所在地）及び氏名（名称）は、住民票（居所証明）又は商業登記簿のとおりに記載し必ず

実印を押印してください。 

４ 入札者が４名以上の共有になる場合は「共有者一覧表」を添付して割印をしてください。 
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[様式２] 

 

誓 約 書 

  

 私（たち）は、「令和７年度第２回各務原市市有地売払一般競争入札」の入札にあたり、

次の事項を誓約します。 

   

１．令和７年度第２回各務原市市有地売払一般競争入札実施の公告に定める参加資格を有す

るものであり、実施要領、物件調書、現地、市有財産売買契約書、入札物件にかかる法令上

の規制等、すべて承知のうえで入札に参加します。 

２．入札物件を落札した後は、落札決定の通知があった後、速やかに売買契約を締結し売買

代金をお支払いします。 

  

令和   年   月   日 

       

入札者 住所（所在地）                               

 

氏名（名称）                            実印  

 

     以下、共有名義で入札する場合のみ記載（上記入札者以外）してください。 

 

入札者 住所（所在地）                               

 

氏名（名称）                            実印  

 

         入札者 住所（所在地）                                

 

氏名（名称）                            実印  

           

（注）１ 住所（所在地）及び氏名（名称）は、住民票（居所証明）又は商業登記簿のとおりに記載し必

ず実印を押印してください。 

２ 入札者が４名以上の共有になる場合は「共有者一覧表」を添付して割印をしてください。 
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 [様式３] （第１号物件の場合） 

市有財産売買契約書（案） 

  

売主各務原市を甲とし、買主 ○○○○ を乙とし、甲乙間において、次の条項により市有財産売

買契約を締結する。 

 

（信義誠実の義務） 

第１条 甲乙両者は、信義を重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。 

（売買物件） 

第２条 売買物件は、後記のとおりとする。 

（売買代金） 

第３条 売買代金は、金○,○○○,○○○円とする。 

（売買代金の支払い） 

第４条 乙は、売買代金を甲の発行する納入通知書により、令和○○年○○月○○日までに一括納

入しなければならない。 

（契約保証金） 

第５条 契約保証金は免除する。 

（所有権の移転） 

第６条 売買物件の所有権は、乙が売買代金を完納したときに乙に移転する。 

（売買物件の引渡し） 

第７条 前条の規定により所有権が移転したとき、売買物件は同時に現状のまま引き渡されたもの

とする。 

（所有権移転登記） 

第８条 乙は、第６条の規定により売買物件の所有権が移転した後、乙の責任において速やかに所有

権移転登記を行うものとし、甲は、乙から請求があれば遅滞なく登記に必要な書類を提出するも

のとする。 

２ 前項の所有権移転登記は公簿地積により行うものとし、必要書類の作成及び登記にかかる一切

の費用は、乙の負担とする。 

（契約不適合責任） 

第９条 引き渡された売買物件が種類又は品質に関して、この契約の内容に適合しないものである

とき（以下、「契約不適合」という。）は、乙は甲に対して、売買物件の修補を請求することができる。

この場合、甲又は乙は、相手方に対し、修補の方法に関して協議の申し入れをすることができる。

ただし、乙がこの契約を締結したときに売買物件に契約不適合があることを知っていた場合、又

は乙が甲から情報提供を受けた内容である場合は、乙は甲に対して本条に定める権利を行使で

きないものとする。 

２ 引き渡された売買物件に契約不適合があるときは、その契約不適合がこの契約及び取引上の社

会通念に照らして甲の責めに帰することができない事由によるものであるときを除き、乙は、甲

に対し、修補に代え、又は修補とともに損害賠償を請求することができる。 
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３ 引き渡された売買物件に契約不適合があるときは、乙は、甲に対し、相当の期間を定めて売買物

件の修補を催告したうえ、この契約を解除することができる。ただし、その契約不適合によりこの

契約を締結した目的が達せられないときに限り解除できるものとする。 

４ 乙が前項に基づきこの契約を解除し、乙に損害がある場合には、その契約不適合がこの契約及

び取引上の社会通念に照らして甲の責めに帰することができない事由によるものであるときを

除き、乙は、甲に対し損害賠償を請求することができる。 

５ 乙は、この契約を締結したときに売買物件に契約不適合があることを知っていた場合、甲に対し

て本条に定める権利を行使できないものとする。 

（公序良俗に反する使用等の禁止） 

第１０条 乙は、本契約による所有権移転の日から１０年間、暴力団員による不当な行為の防止等に

関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団若しくは無差別大量殺人行為

を行った団体の規制に関する法律（平成１１年法律第１４７号）第８条第２項第１号に掲げる処分を

受けている団体の事務所又はその他これに類するものの用に供し、また、これらの用に供される

ことを知りながら、所有権を第三者に移転し又は売買物件を第三者に貸してはならない。 

（実地調査等） 

第１１条 甲は、乙の前条に定める公序良俗に反する使用等に関して、甲が必要と認めるときは実地

調査を行うことができる。 

２ 乙は、正当な理由なく前項に定める実地調査を拒み、妨げ若しくは忌避し又は甲が要請する報告

若しくは資料の提出を怠ってはならない。 

（危険負担） 

第１２条 乙は、本契約締結のときから売買物件の引渡しのときまでにおいて、当該物件が甲の責に

帰すことのできない事由により、滅失又はき損した場合には、甲に対して売買代金の減免を請求

することができない。ただし、天災地変により滅失又はき損した場合はこの限りでない。 

（契約の解除） 

第１３条 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないときは、催告をしないで、この契約を解除す

ることができる。 

（乙の原状回復義務等） 

第１４条 乙は、甲が前条の規定による解除権を行使したときは、甲の指定する期日までに売買物件

を原状に回復して返還しなければならない。ただし、甲が売買物件を原状に回復させることが適

当でないと認めたときは、その指示に従うこととする。 

２ 乙は、前項の規定により売買物件を甲に返還するときは、甲の指定する期日までに、当該物件の

所有権移転登記の承諾書を甲に提出しなければならない。 

（返還金等） 

第１５条 甲は、第１３条に定める解除権を行使したときは、乙が支払った売買代金を返還する。ただ

し、当該返還金には利息は付さない。 

２ 甲は、解除権を行使したときは、乙の負担した契約費用及び売買物件に支出した必要費、有益費

その他一切の費用は償還しない。 

（違約金） 

第１６条 乙は、次の各号に定める事由が生じたときは、それぞれ各号に定める金額を、違約金とし

て甲に支払わなければならない。 
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（１）第１０条に定める義務に違反したときは、第３条の代金の１００分の３０に相当する金額 

（２）第１１条に定める義務に違反したときは、第３条の代金の１００分の１０に相当する金額 

（３）第１３条の規定により、乙の責めに帰すべき理由により、この契約が解除されたときは、第３条

の代金の１００分の５に相当する金額。 

（損害賠償） 

第１７条 乙は、本契約に定める義務を履行しないため甲に損害を与えたときは、その損害に相当す

る金額を甲に支払わなければならない。 

（返還金の相殺） 

第１８条 甲は、第１５条第１項の規定により売買代金を返還する場合において、乙が前条に定める損

害賠償金又は第１６条に定める違約金を甲に支払うべき義務があるときは、返還する売買代金の

全部又は一部を相殺する。 

（契約の費用） 

第１９条 本契約の締結及び履行に関して必要な一切の費用は、乙の負担とする。 

（買受人の譲渡制限） 

第２０条 乙は、所有権移転登記前に、当該売買物件に係る一切の権利義務を第三者に譲渡しては

ならない。 

（疑義の決定） 

第２１条 本契約の各条項の解釈について疑義が生じたとき又はこの契約に定めのない事項につい

ては、甲乙協議のうえ定めるものとする。 

（裁判管轄） 

第２２条 本契約に関する訴えの管轄は、各務原市役所所在地を管轄区域とする岐阜地方裁判所と

する。 
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 上記の契約の締結を証するため、本契約書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ各自その１通を保有

する。 

 

令和  年  月  日 

 

 

売払人  各務原市那加桜町１丁目６９番地 

         

（甲） 各務原市 

 

代表者 各務原市長   浅 野 健 司 

 

 

        買受人  住 所 

 

         （乙）  氏 名 

 

 

売買物件の表示 
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特記仕様書 

 

１．契約の相手方が次のいずれかに該当するときは、各務原市は何らの催告を要せず、当該契約

を解除するができる。 

（１）契約の相手方が暴力団（暴力団員による不当な行為を防止等に関する法律（平成３年法律第

７７号。以下「暴対法」という。）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）であると

き。 

（２）契約の相手方の役員等（各務原市が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱（以下「暴

排措置要綱」という。）第２条第８号に規定する役員等をいう。以下同じ。）が、暴力団員（暴対

法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であるなど、暴力団又は暴力団員がそ

の経営又は運営に実質的に関与していると認められるとき。 

（３）契約の相手方の役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを使用し、又は

雇用していると認められるとき。 

（４）契約の相手方の役員等がその属する法人等（暴排措置要綱第２条第７号に規定する法人等を

いう。以下同じ。）若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的を

もって、暴力団又は暴力団員等（暴排措置要綱第２条第６号に規定する暴力団員等をいう。以

下同じ。）を利用するなどしていると認められるとき。 

（５）契約の相手方の役員等が暴力団若しくは暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供

与するなど、直接的あるいは積極的に暴力団の維持運営に協力し、若しくは関与していると認

められるとき。 

（６）契約の相手方の役員等が暴力団又は暴力団員等であることを知りながらこれを不当に利用

するなどしていると認められるとき。 

（７）契約の相手方の役員等が、その理由を問わず、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難される

べき関係を有していると認められるとき。 

（８）契約の相手方の役員等が、暴力団又は暴力団員がその経営又は運営に実質的に関与してい

る業者であることを知りながら、下請契約、業務の再委託契約、資材等の購入契約等 を締結

し、これを利用していると認められるとき。 

２．前項の場合において、解除により契約の相手方に損害が生じた場合にあっても、各務原市はこ

れを賠償する責を負わないこと。 
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[様式３] （第２号物件の場合） 

市有財産売買仮契約書（案） 

 

売主各務原市を甲とし、買主 ○○○○ を乙とし、甲乙間において、次の条項により市有財産売

買契約を締結する。 

 

（信義誠実の義務） 

第１条 甲乙両者は、信義を重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。 

（売買物件） 

第２条 売買物件は、後記のとおりとする。 

（売買代金） 

第３条 売買代金は、金○,○○○,○○○円とする。 

（売買代金の支払い） 

第４条 乙は、売買代金を甲の発行する納入通知書により、令和○○年○○月○○日までに一括納

入しなければならない。 

（契約保証金） 

第５条 契約保証金は免除する。 

（所有権の移転） 

第６条 売買物件の所有権は、乙が売買代金を完納したときに乙に移転する。 

（売買物件の引渡し） 

第７条 前条の規定により所有権が移転したとき、売買物件は同時に現状のまま引き渡されたもの

とする。 

（所有権移転及び買戻しの特約の登記） 

第８条 乙は、第６条の規定により売買物件の所有権が移転した後、乙の責任において速やかに所有

権移転登記を行うものとし、甲は、乙から請求があれば遅滞なく登記に必要な書類を提出するも

のとする。 

２ 乙は、前項の所有権移転登記に合わせて、本契約による所有権移転の日から５年間（以下、「指定

期間」という。）の買戻しの特約の登記を行うものとし、甲は、乙からの請求があれば、遅滞なく登

記に必要な書類を提出するものとする。 

3 第１項の所有権移転登記は公簿地積により行うものとし、第１項及び前項の登記に必要な書類の

作成及び登記にかかる一切の費用は、乙の負担とする。 

（契約不適合責任） 

第９条 引き渡された売買物件が種類又は品質に関して、この契約の内容に適合しないものである

とき（以下、「契約不適合」という。）は、乙は甲に対して、売買物件の修補を請求することができる。

この場合、甲又は乙は、相手方に対し、修補の方法に関して協議の申し入れをすることができる。

ただし、乙がこの契約を締結したときに売買物件に契約不適合があることを知っていた場合、又

は乙が甲から情報提供を受けた内容である場合は、乙は甲に対して本条に定める権利を行使で

きないものとする。 

２ 引き渡された売買物件に契約不適合があるときは、その契約不適合がこの契約及び取引上の社

会通念に照らして甲の責めに帰することができない事由によるものであるときを除き、乙は、甲
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に対し、修補に代え、又は修補とともに損害賠償を請求することができる。 

３ 引き渡された売買物件に契約不適合があるときは、乙は、甲に対し、相当の期間を定めて売買物

件の修補を催告したうえ、この契約を解除することができる。ただし、その契約不適合によりこの

契約を締結した目的が達せられないときに限り解除できるものとする。 

４ 乙が前項に基づきこの契約を解除し、乙に損害がある場合には、その契約不適合がこの契約及

び取引上の社会通念に照らして甲の責めに帰することができない事由によるものであるときを

除き、乙は、甲に対し損害賠償を請求することができる。 

５ 乙は、この契約を締結したときに売買物件に契約不適合があることを知っていた場合、甲に対し

て本条に定める権利を行使できないものとする。 

（契約にあたって付する条件の遵守） 

第１０条  乙は、次の各号に定める条件を遵守しなければならない。 

（１）乙は、本契約による所有権移転の日から１０年間、暴力団員による不当な行為の防止等に関する

法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団若しくは無差別大量殺人行為を行っ

た団体の規制に関する法律（平成１１年法律第１４７号）第８条第２項第１号に掲げる処分を受けて

いる団体の事務所又はその他これに類するものの用に供し、また、これらの用に供されることを

知りながら、所有権を第三者に移転し又は売買物件を第三者に貸してはならない。 

（２）指定期間内においては、当該土地について、各務山の前町地区 地区計画の土地利用の方針「地 

区北側に立地する小学校・中学校や周辺住宅地の生活環境に配慮したうえで、幹線道路を挟んで 

隣接する地区南西側の既成市街地と一体となって、環境の悪化をもたらすおそれのない工業系 

土地利用を図る」に沿った利用とすること。 

（３）指定期間内において、騒音、振動、悪臭、粉塵等による大気汚染、土壌汚染、水質汚濁など、近隣

の環境を著しく損なうと予測される用途での利用をしないこと。 

（４）指定期間内において、当該土地は隣接に通学路があるため工作物等を設置する際は、通学路の安

全を確保し、教育環境に配慮すること。 

（５）指定期間内において、当該土地の所有権を第三者に移転する場合または第三者に対して当該 

土地に地上権、使用貸借による権利若しくは賃借権その他の使用収益を目的とする権利を設定す 

る場合は、指定期間の満了までの間、当該第三者に対し、本条（２）から（４）に掲げる事項を遵守さ 

せなければならない。 

（実地調査等） 

第１１条 甲は、乙の前条に定める条件に関して、甲が必要と認めるときは実地調査を行うことがで

きる。 

２ 乙は、正当な理由なく前項に定める実地調査を拒み、妨げ若しくは忌避し又は甲が要請する報告

若しくは資料の提出を怠ってはならない。 

（危険負担） 

第１２条 乙は、本契約締結のときから売買物件の引渡しのときまでにおいて、当該物件が甲の責に

帰すことのできない事由により、滅失又はき損した場合には、甲に対して売買代金の減免を請求

することができない。ただし、天災地変により滅失又はき損した場合はこの限りでない。 
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（買戻しの特約） 

第１３条 甲は、乙が第１０条（２）から（５）に定める条件に違反した場合は民法（明治２９年法律第８９

号）第５７９条の規定により、売買の解除をすることができる。 

２ 前項の買戻しの期間は、指定期間をその期間とする。 

３ 甲が第１項の規定に基づき買戻しをしたとき、甲は乙に対し、第３条の売買代金を甲の指定する

期日までに返還するものとする。ただし、売買代金には利息は付さないものとする。 

４ 甲は、買戻しをしたときは、売買物件に支出した必要費、有益費その他一切の費用は償還しな

い。 

５ 乙は、第２項の買戻しの期間が満了したときは、第８条第２項に規定する買戻しの特約の登記の

抹消を行うことができる。ただし、この抹消登記にかかる登録免許税は、乙の負担とする。 

（契約の解除） 

第１４条 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないときは、催告をしないで、この契約を解除す

ることができる。 

（乙の原状回復義務等） 

第１５条 乙は、甲が第１３条の規定による売買の解除をしたとき、または前条の規定による解除権

を行使したときは、甲の指定する期日までに売買物件を原状に回復して返還しなければならない。

ただし、甲が売買物件を原状に回復させることが適当でないと認めたときは、その指示に従うこ

ととする。 

２ 乙は、前項の規定により売買物件を甲に返還するときは、甲の指定する期日までに、当該物件の

所有権移転登記の承諾書を甲に提出しなければならない。 

（返還金等） 

第１６条 甲は、第１４条に定める解除権を行使したときは、乙が支払った売買代金を返還する。ただ

し、当該返還金には利息は付さない。 

２ 甲は、解除権を行使したときは、乙の負担した契約費用及び売買物件に支出した必要費、有益費

その他一切の費用は償還しない。 

（違約金） 

第１７条 乙は、次の各号に定める事由が生じたときは、それぞれ各号に定める金額を、違約金とし

て甲に支払わなければならない。 

（１）第１０条に定める義務に違反したときは、第３条の代金の１００分の３０に相当する金額。 

（２）第１１条に定める義務に違反したときは、第３条の代金の１００分の１０に相当する金額。 

（３）第１４条の規定により、乙の責めに帰すべき理由により、この契約が解除されたときは、第３条

の代金の１００分の５に相当する金額。 

（損害賠償） 

第１８条 乙は、本契約に定める義務を履行しないため甲に損害を与えたときは、その損害に相当す

る金額を甲に支払わなければならない。 

（返還金の相殺） 

第１９条 甲は、第１６条第１項の規定により売買代金を返還する場合において、乙が前条に定める損

害賠償金又は第１７条に定める違約金を甲に支払うべき義務があるときは、返還する売買代金の

全部又は一部を相殺する。 
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（契約の費用） 

第２０条 本契約の締結及び履行に関して必要な一切の費用は、乙の負担とする。 

（買受人の譲渡制限） 

第２１条 乙は、所有権移転登記前に、当該売買物件に係る一切の権利義務を第三者に譲渡しては

ならない。 

（疑義の決定） 

第２２条 本契約の各条項の解釈について疑義が生じたとき又はこの契約に定めのない事項につい

ては、甲乙協議のうえ定めるものとする。 

（裁判管轄） 

第２３条 本契約に関する訴えの管轄は、各務原市役所所在地を管轄区域とする岐阜地方裁判所と

する。 

 

 

 上記の契約の締結を証するため、本契約書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ各自その１通を保有

する。 

 

 

 

 

 

令和  年  月  日 

 

 

売払人  各務原市那加桜町１丁目６９番地 

         

（甲） 各務原市 

 

代表者 各務原市長   浅 野 健 司 

 

 

        買受人  住 所 

 

         （乙）  氏 名 

 

 

売買物件の表示 
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特記仕様書 

 

１．契約の相手方が次のいずれかに該当するときは、各務原市は何らの催告を要せず、当該契約

を解除するができる。 

（１）契約の相手方が暴力団（暴力団員による不当な行為を防止等に関する法律（平成３年法律第

７７号。以下「暴対法」という。）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）であると

き。 

（２）契約の相手方の役員等（各務原市が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱（以下「暴

排措置要綱」という。）第２条第８号に規定する役員等をいう。以下同じ。）が、暴力団員（暴対

法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であるなど、暴力団又は暴力団員がそ

の経営又は運営に実質的に関与していると認められるとき。 

（３）契約の相手方の役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを使用し、又は

雇用していると認められるとき。 

（４）契約の相手方の役員等がその属する法人等（暴排措置要綱第２条第７号に規定する法人等を

いう。以下同じ。）若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的を

もって、暴力団又は暴力団員等（暴排措置要綱第２条第６号に規定する暴力団員等をいう。以

下同じ。）を利用するなどしていると認められるとき。 

（５）契約の相手方の役員等が暴力団若しくは暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供

与するなど、直接的あるいは積極的に暴力団の維持運営に協力し、若しくは関与していると認

められるとき。 

（６）契約の相手方の役員等が暴力団又は暴力団員等であることを知りながらこれを不当に利用

するなどしていると認められるとき。 

（７）契約の相手方の役員等が、その理由を問わず、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難される

べき関係を有していると認められるとき。 

（８）契約の相手方の役員等が、暴力団又は暴力団員がその経営又は運営に実質的に関与してい

る業者であることを知りながら、下請契約、業務の再委託契約、資材等の購入契約等 を締結

し、これを利用していると認められるとき。 

 

２．前項の場合において、解除により契約の相手方に損害が生じた場合にあっても、各務原市はこ

れを賠償する責を負わないこと。 
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[様式３]のつづき（第２号物件の場合） 

 

市有財産売買契約書（案） 

 

 令和●年●月●日付売払人と買受人との間に仮契約を締結した次の売買契約について、同契約に

おいて定めた売買代金額及び契約条項と同一条件をもって、ここに当該売買契約を締結する。 

 

売買物件の表示  各務原市●● 

 

 

本契約の証として本書２通を作成し、当事者記名押印の上、各自１通保有する。 

 

令和  年  月  日 

 

         売払人  各務原市那加桜町１丁目６９番地 

          

（甲） 各務原市 

 

              代表者 各務原市長   浅 野 健 司 

 

 

         買受人  住 所 

 

         （乙）  氏 名 
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[記載例１（単独名義で入札）] 

入 札 書 

  

物件所在地 各務原市○○町○○丁目○○番○ 

入札金額 

十億 億 千万 百万 拾万 万 千 百 十 円 

 \ 1 2 3 ４ 5 6 7 8 

 上記物件について、令和７年度第２回各務原市市有地売払一般競争入札実施要領の内

容を承諾のうえ入札します。 

   令和 ○○年  ○月 ○日 

 

         入札者 住所（所在地）                            

 

氏名（名称）                       実印  

 

               持分割合                              

 

以下、共有名義で入札する場合のみ記載（上記入札者以外）してください。 

 

入札者 住所（所在地）                           

 

氏名（名称）                       実印  

 

               持分割合                              

 

入札者 住所（所在地）                           

 

氏名（名称）                       実印  

 

               持分割合                              

（注）１ 入札金額は、総額を算用数字で記載し数字の前に必ず「\」マークを記載してください。金額を

書き損じたときは新たな入札書に書き直してください。 

２ 単独名義で入札される場合は持分割合を記載する必要はありません。 

３ 住所（所在地）及び氏名（名称）は、住民票（居所証明）又は商業登記簿のとおりに記載し必ず 

実印を押印してください。 

４ 入札者が４名以上の共有になる場合は「共有者一覧表」を添付して割印をしてください。 

 

各務 太郎 

○○市○○町○丁目○○番地 



 20 / 22 

[記載例２（共有名義で入札）] 

入 札 書 

  

物件所在地 各務原市○○町○○丁目○○番○ 

入札金額 

十億 億 千万 百万 拾万 万 千 百 十 円 

 \ 1 2 3 4 5 6 7 8 

 上記物件について、令和７年度第２回各務原市市有地売払一般競争入札実施要領の内

容を承諾のうえ入札します。 

   令和 ○○年 ○月 ○日 

 

         入札者 住所（所在地）                              

 

氏名（名称）                         実印  

 

               持分割合                                

 

以下、共有名義で入札する場合のみ記載（上記入札者以外）してください。 

 

入札者 住所（所在地）                            

 

氏名（名称）                          実印  

 

               持分割合                                 

 

入札者 住所（所在地）                              

 

氏名（名称）                          実印  

 

               持分割合                                 

（注）１ 入札金額は、総額を算用数字で記載し数字の前に必ず「\」マークを記載してください。金

額を書き損じたときは新たな入札書に書き直してください。 

２ 単独名義で入札される場合は持分割合を記載する必要はありません。 

３ 住所（所在地）及び氏名（名称）は、住民票（居所証明）又は商業登記簿のとおりに記載し必

ず実印を押印してください。 

４ 入札者が 4名以上の共有になる場合は「共有者一覧表」を添付して割印をしてください。 

 

各務 太郎  

○○市○○町○丁目○○番地 

○○市○○町○丁目□□番地 

各務 次朗 

3分の 2 

3分の 1 
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 [記載例３] 

 

誓 約 書 

  

 私（たち）は、「令和７年度第２回各務原市市有地売払一般競争入札」の入札にあたり、

次の事項を誓約します。 

   

１．令和７年度第２回各務原市市有地売払一般競争入札実施の公告に定める参加資格を有す

るものであり、実施要領、物件調書、現地、市有財産売買契約書、入札物件にかかる法令上

の規制等、すべて承知のうえで入札に参加します。 

２．入札物件を落札した後は、落札決定の通知があった後、速やかに売買契約を締結し売買

代金をお支払いします。 

  

令和 ○○年 ○○月 ○○日 

       

入札者 住所（所在地） ○○市○○町○丁目○○番地        

 

氏名（名称）  各務 太郎               実印  

     以下、共有名義で入札する場合のみ記載（上記入札者以外）してください。 

 

入札者 住所（所在地）                           

 

氏名（名称）                        実印  

 

         入札者 住所（所在地）                             

 

氏名（名称）                        実印  

           

（注）１ 住所（所在地）及び氏名（名称）は、住民票（居所証明）又は商業登記簿のとおりに記載し必ず 

実印を押印してください。 

２ 入札者が 4名以上の共有になる場合は「共有者一覧表」を添付して割印をしてください。 
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[記載例４] 

入札書提出用封筒作成記載例 

 

  （表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（裏） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 「入札書提出用封筒」には必ず割印を押してください。 

・ 「入札書提出用封筒」に「入札書」以外のものを封入しないでください。 

・ 複数物件に入札される場合は、物件ごとに「入札書提出用封筒」を作成してください。 

・ 「誓約書」は物件ごとに作成し、かつ「入札書提出用封筒」に入れずに提出してください。 

・ 簡易書留などで郵送される場合も、「誓約書」は「入札書提出用封筒」に封入せず、郵送

封筒に封入してください。 

 

 

  市有地売払一般競争入札 入札書在中 

   入札物件所在地 

                                 

     住所 ○○市○○町○丁目○○番地 

     氏名 各務 太郎 

     連絡先電話番号 ０５８－○○○－○○○○ 

 

 

    

印 印 印 

各務原市○○町○○丁目○○番 


